
令和３年３月１日 

 

 

 

 

 

 

令和３年第１回神奈川県議会定例会 

 

 

 

 

総務政策常任委員会資料 
 

 

（令和３年２月25日付託分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 策 局 ・ 会 計 局 ・ 各 局 委 員 会 



目   次 

ページ 

  令和３年度当初予算   

 １ 令和３年度当初予算の内容【政策局・会計局・各局委員会関係】 ····················· １ 

 ２ 令和３年度一般会計当初予算歳出の主な事業【政策局・会計局・各局委員会関係】 ····· ２ 

 ３ 令和３年度一般会計当初予算継続費について【政策局関係】 ························· ９ 

 ４ 令和３年度一般会計当初予算債務負担行為について【政策局・会計局関係】 ··········· 10 

 ５ 令和３年度市町村自治振興事業会計当初予算の内容【政策局関係】 ··················· 11 

 

  議案（条例その他）   

 ６ 地方税法第37条の２第１項第４号の規定により控除対象となる寄附金を受け入

れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例の一部を

改正する条例の概要 ····························································· 14 

 

  令和２年度２月補正予算（その１）   

 ７ 令和２年度２月補正予算（その１）の内容【政策局・会計局・各局委員会関係】 ······· 16 

８ 令和２年度一般会計２月補正予算（その１）繰越明許費について【政策局関係】 ······· 17 

 ９ 令和２年度市町村自治振興事業会計２月補正予算（その１）の内容【政策局関係】 ····· 18 

 10 令和２年度市町村自治振興事業会計２月補正予算（その１）繰越明許費につい

て【政策局関係】 ······························································· 19 

 

  議案（令和２年度条例その他）   

 11 神奈川県新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金条例の概要 ····················· 20 

12 地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動 

法人等を定める条例の一部を改正する条例の概要 ··································· 22 

 

 

 

参考資料  総務政策常任委員会資料 附属資料 

 

 

 

 

 



（一般会計） (単位　千円）

本　年　度　の　財　源　内　訳

本　年　度 前　年　度 比　　　較 特　　　定　　　財　　　源 備  考

国庫支出金 県　　債 そ　の　他

3,643,534      3,764,370      △ 120,836 －          －          111 3,643,423    

(項）議会費 3,643,534      3,764,370      △ 120,836 －          －          111 3,643,423    

19,267,650     17,424,824     1,842,826      6,310,466    440,000      3,055,917 9,461,267    

8,400,874      7,881,352      519,522        510,629      440,000      898,390 6,551,855    

3,722,272      3,479,626      242,646        －          －          2,057,015 1,665,257    

5,160,864      57,788         5,103,076      5,108,311    －          132 52,421       

21,656         21,289         367            1,450        －          － 20,206       

700,968        4,710,645      △ 4,009,677 690,076      －          － 10,892       

479,533        495,874        △ 16,341 －          －          98,868 380,665      

348,620        340,533        8,087          －          －          1,462 347,158      

432,863        437,717        △ 4,854 －          －          50 432,813      

22,911,184     21,189,194     1,721,990      6,310,466    440,000      3,056,028 13,104,690   

65,466 △ 65,466
その他
特定収入

22,911,184     21,189,194     1,721,990      6,310,466    440,000      3,121,494 13,039,224   

（特別会計）

7,844,871      7,751,935      92,936         

30,756,055     28,941,129     1,814,926      

小　　　計

一般会計　計

市町村自治
振興事業会計

全会計  計

(項）監査
　   委員費

１　令和３年度当初予算の内容【政策局・会計局・各局委員会関係】

一般財源

(款）議会費

(款）総務費

(項）政策費

(項）市町村
　　 振興費

(項）選挙費

(項）渉外費

(項）統計
　　 調査費

(項）総務
　　 管理費

(項）人事
　　 委員会費

科目

内訳
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２ 令和３年度一般会計当初予算歳出の主な事業【政策局・会計局・各局委

員会関係】 

 

(1)  ２款 総務費  １項 政策費 

○新・ 戦略的広報推進費 791,507千円 【予算に関する説明書 67頁】 

○新ホームページ再構築事業費  

 38,308千円 

県公式ホームページについて、県のＤＸ(※)施策の一環として、

デジタルを活用した県民と県との双方向のコミュニケーションを

促進するため、ページデザインや構成を改善して県民からのアク

セスを向上させるとともに、個々の県民に応じた情報発信を可能

とする仕組みづくりを行う。 

     ※ ＤＸ：デジタル技術の活用による組織や社会の変革 

 

・ 県政総合調整費    25,251千円 【予算に関する説明書  68頁】 

「人生100歳時代の設計図」推進事業費 

 906千円 

人生100歳時代において、子どもから大人まで生き生きと充実

した人生を送ることができるよう、かながわ人生100歳時代ネッ

トワークにおいて、コロナ禍における対策を講じた様々な取組み

を推進し、県民一人ひとりがオンラインも含めたコミュニティに

参加しやすい環境づくりを進める。 

 

・ ＳＤＧｓ推進事業費 102,866千円 【予算に関する説明書 68頁】 

ア ＳＤＧｓつながりポイント事業費 

20,000千円 

県民一人ひとりが地域の社会的課題解決に取り組むことで、地

域における「つながり」を生み出し、ＳＤＧｓの自分事化も後押

しする「ＳＤＧｓつながりポイント」を市町村等と連携して推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

一部 
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イ ＳＤＧｓ金融促進事業費 

 27,518千円 

地域経済の自律的な好循環を目指すために、ＳＤＧｓ社会的イ

ンパクト評価を活用したＳＤＧｓへの貢献の見える化や中小企業

のＳＤＧｓ活用への支援等を通じて、かながわＳＤＧｓパートナ

ー等の事業者と多様な資金提供者のマッチングを図る「ＳＤＧｓ

金融」を促進する。 

 

ウ ＳＤＧｓ成果連動型事業推進費 

8,526千円 

ＳＤＧｓの推進のため、様々な社会的課題を効率的・効果的に

解決するために、ソーシャル・インパクト・ボンドを含む成果連

動型民間委託の導入・実践に、県と市町村が連携して取り組む。 

 

エ 神奈川ＭＥ－ＢＹＯリビングラボ推進事業費 

 19,506千円 

県民が安心して未病改善に取り組むとともに、未病産業の持続

的発展を促すため、地域の健康課題の解決につながる未病関連商

品・サービスの有効性等を検証・評価する仕組みの構築と活用を

推進する。 

 

オ ＳＤＧｓアクション推進事業費 

 21,612千円 

ＳＤＧｓ達成に向けた「行動の10年」に沿った具体的な取組み

の拡大に向けて、神奈川県域でどれだけＳＤＧｓの取組みが達成

されているかを測定するＶＬＲ（自発的ローカルレビュー）を行

い、共有する。更に、具体的な取組みをまとめた「ＳＤＧｓアク

ションブック」により、多くの事例を発信するなど、県民のさら

なる行動を推進する。 

 

・ 未来社会創造推進事業費 

2,261千円  【予算に関する説明書  68頁】 

未来社会創造推進事業費 

 459千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大によるコミュニティ活動停滞

等の課題に対応するため、市町村や民間企業等と連携した取組み

を進め、コミュニティの再生・活性化を図る。 

- 3 -



○新・ 新型コロナウイルス感染症感染防止対策普及啓発事業費 

12,374千円 【予算に関する説明書 68頁】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する感染防止対策取

組書の取組み等を推進するため、普及啓発を行う。 

 

○新・ 土地水資源調整費    26,656千円 【予算に関する説明書 68頁】 

○新水道広域化推進プラン等策定事業費 

 24,904千円 

水道の基盤強化に向けて、県内の水道事業の広域連携を推進す

るため、連携の推進方針や具体的取組みの内容等を記載した「神

奈川県水道広域化推進プラン」等を策定する。 

 

・ 水源地域活性化推進費 

68,984千円 【予算に関する説明書 68頁】 

水源地域交流の里づくり事業費 

 12,088千円 

水源地域交流の里づくり推進協議会と連携しながら、水源地域

の活性化や水源環境の理解促進に向けて、多様な情報の発信や、

水源地域の資源を生かした事業の支援等を行う。 

 

・ 宮ヶ瀬湖周辺地域活性化推進事業費 

4,088千円 【予算に関する説明書 68頁】 

（公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団（日本版ＤＭＯ法人）、地元市

町村、企業、各種団体等の多様な関係者と連携し、宮ヶ瀬ダムのブ

ランド力を生かして、地域の稼ぐ力を高め、観光消費額の向上を図

るため、インフルエンサーとのコラボによる特産品の開発等を実施

する。 

 

・ 京浜臨海部活性化推進費 

387,841千円 【予算に関する説明書 69頁】 

羽田連絡道路整備特別補助金 

 387,841千円 

羽田空港跡地と川崎市殿町を結ぶ羽田連絡道路を整備するにあ

たり、川崎市が分担する費用の一部に対して補助する。 

 

 

 

一部 
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○新・ 県西地域活性化プロジェクト推進費 

                           67,953千円 【予算に関する説明書 69頁】 

○新ア 県西地域未病改善実践普及事業費 

 16,423千円 

県西地域において、未病改善につながるライフスタイルの定着

を図るため、未病バレー「ビオトピア」を核に、未病改善の実践

体験事業を実施するとともに、県西地域への誘客を促すため、未

病改善を実践できる観光施設等に関する情報発信を行う。 

 

○新イ 県西地域新しいつながり創出事業費 

 8,923千円 

県西地域における「関係人口」の創出を図り、地域住民の新た

な交流を促進するため、広域ワーケーションのモデル事業を実施

するとともに、地域住民が参加して地域課題の解決策を話し合う

会議を開催する。 

 

ウ ｍｅ－ｂｙｏエクスプラザ運営事業費 

 42,607千円 

県西地域が未病の戦略的エリアであることをアピールする拠点

施設である未病バレー「ビオトピア」において、未病に関する体

験型施設「me-byoエクスプラザ」を運営する。 

 

・ 三浦半島魅力最大化プロジェクト推進費 

19,548千円 【予算に関する説明書 69頁】 

三浦半島地域の活性化を図るため、三浦半島の特色ある食材等を

集め、ＥＣサイトで紹介・販売するとともに、地域の課題解決に取

り組む人たちの起業支援等を実施する。 

 

 

・ 移住促進事業費   20,480千円 【予算に関する説明書 69頁】 

     移住促進事業費  19,280千円 

県内への移住・定住を促進するため、リモートワークやワ―ケ

ーション等に関する情報発信、Ｗｅｂ会議システムを活用した移

住相談、市町村の相談スキル等の向上のための助言・指導等を行

う。    

 

 

一部 
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○新・ 未病産業推進事業費 76,804千円 【予算に関する説明書 70頁】 

ア 未病産業市場拡大プロジェクト等推進事業費 

 8,943千円 

未病産業の市場を拡大するため、未病産業研究会を通じて産学

公連携の強化及び事業創出に取り組み、未病産業の発展と新市場

の創出を目指す。 

 

イ 未病エビデンス構築事業費 

 53,861千円 

新型コロナウイルスによる健康課題の解決に寄与することが期

待される未病改善の推進を図るため、未病のエビデンス確立に向

けた実証等を行うとともに、未病指標の機能向上等に関する改修

を行う。 

 

○新ウ 未病改善市町村支援事業費 

 9,000千円 

県民の未病改善を促進するため、未病関係データから生活習慣

の改善に資する未病改善行動を分析し、市町村の効果的な保健事

業につなげる。 

 

・ ヘルスケア・ニューフロンティア推進事業費 

238,224千円 【予算に関する説明書 70頁】 

ア 再生・細胞医療産業化ネットワーク推進事業費 

 27,407千円 

ライフイノベーションセンター（ＬＩＣ）を核とした再生・細

胞医療分野の産業化を促進するため、県内ベンチャー企業等が連

携して取り組むプロジェクトに対する事業化支援や、企業や大学

等と連携したネットワーク（ＲＩＮＫ）を運営する。 

 

イ かながわクリニカルリサーチ戦略研究センター事業費 

 27,430千円 

再生医療等製品や革新的医薬品の分野における有望な技術の実

用化促進のため、臨床研究（クリニカルリサーチ）の結果の国際

的なデータ処理や共同研究の活動を行う。 

 

 

 

一部 
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ウ 先進異分野融合プロジェクト推進事業費 

 177,829千円 

先端技術の研究開発や事業化を促進するため、国資金も活用し

ながら、再生医療やロボット、未病等の異なる先進分野が融合す

るプロジェクトを推進するとともに、ＬＩＣ内に、研究者やベン

チャー企業のニーズが高い分析・解析機器等の共同利用施設を整

備・運営するほか、大学発ベンチャー等が細胞の培養・加工設備

を共同利用できる「再生医療実用化共創ラボ」を運営する。 

 

・ 国際戦略推進事業費 20,008千円 【予算に関する説明書 70頁】 

ア 国際展開推進事業費 

 12,567千円 

最先端医療や未病関連分野の産業振興を図るため、海外連携機

関とのネットワークを活用し、企業の海外展開や共同研究に向け

た支援を行うとともに、外国企業の誘致や県内企業との連携を促

進する。 

 

イ 国際協働推進事業費 7,441千円 

世界保健機関（ＷＨＯ）に集まる世界各国の知見を、未病指標

等のヘルスケア・ニューフロンティア政策に取り込むとともに、

ＷＨＯの専門家ネットワーク等を通じて県の取組みを広く海外に

発信し、未病コンセプトの普及を図るなど、ＷＨＯとの連携を推

進する。 

 

○新・ 最先端技術感染症対策推進事業費 

   26,578千円 【予算に関する説明書 70頁】 

新型コロナウイルス対策を更に推進するため、新型コロナウイル

スの変異等に対応した迅速検出法の試薬開発並びに変異後ウイルス

及びその他の感染症の携帯型全自動一括検査機器の開発を支援する

ほか、ウイルスの市中モニタリング調査等を実施する。 

 

・ かながわボランタリー活動推進事業費 

68,821千円 【予算に関する説明書 71頁】 

ボランタリー団体等の公益事業への自主的な取組みを推進するた

め、「かながわボランタリー活動推進基金21」を活用し、団体等が

実施する事業を支援するとともに、団体等と県との協働事業を実施

する。 
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○新・ かながわ県民センター改修工事費 

                          193,000千円 【予算に関する説明書 71頁】 

かながわ県民センター１、２階の漏水対策を行うとともに、劣化

が進んでいる天井、壁、床等の改修工事を実施する。 

 

(2) ２款 総務費  ４項 渉外費 

・ 基地返還等対策費 852千円 【予算に関する説明書 75頁】 

米軍基地の整理・縮小・返還に向けて、関係自治体と連携しなが

ら、各種協議会などを通じて国及び米側に働きかけを行うとともに、

米側との相互理解を推進するため、今後の協力関係や諸課題につい

て意見交換、情報共有を行う。 

 

・ 基地周辺対策費 19,354千円 【予算に関する説明書 75頁】 

米軍基地周辺住民の良好な生活環境を確保するため、航空機の騒

音調査等を行う。 

 

(3) ２款 総務費  ６項 総務管理費 

・ 収納事務電子化事業費 5,364千円 【予算に関する説明書 79頁】 

公金のキャッシュレス化を推進するため、電子申請で利用可能な

収納方法に、これまでのペイジーによる収納に加えて、新たにクレ

ジットカードによる収納を導入する。 
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(新規設定)

国　庫
支出金

県 債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

193,000 - 147,000 - 46,000 - - 193,000 193,000 - 58

4 138,000 - - - 138,000 - - - - 138,000 -

 かながわ県民セ
 ンター改修工事
 費

計 331,000 - 147,000 - 184,000 - - 193,000 193,000 138,000 58

 1 政策費

 【予算に関する説明書　200頁】

継続

費の

総額

に対

する

進捗

率 

 項

年
度

年 割 額

左 の 財 源 内 訳

当 該

年 度

支 出

予 定 額

当該年度

末までの

支 出

予 定 額

翌年度

以降の

支 出

予定額

 2 総務費
3

 事　業　名
特  定  財  源

一般財源

３　令和３年度一般会計当初予算継続費について【政策局関係】

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

 款 全  　　　体　　　  計　　　  画
前 前 年

度 末

ま で の

支 出 額

前 年 度

末 ま で

の 支 出

( 見 込 )

額
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【予算に関する説明書　220～221頁】

４　令和３年度一般会計当初予算債務負担行為について【政策局・会計局

  関係】

（既設定及び新規設定）

事 項 限　度　額 区 分 期 　間 金　　　額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 5,705

803,132

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 4,340

418,660

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

11,285,138

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

57,315

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

58,765

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

248,435

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 7 年度
248,435

一般財源

会計管理システム
運営費

248,435

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 7 年度
58,765

一般財源

地方公会計推進事
業費

58,765

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

一般財源

423,000
一般財源

宮ケ瀬やまなみセ
ンター等指定管理
費

808,837

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度 － 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 7 年度

特
定
財
源

公文書館情報管理
システム開発運営
費

146,994

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成30年度
～

令和 2 年度

808,837

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 7 年度

11,285,138

89,679

相模湖交流セン
ター指定管理費

423,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度 －

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 5 年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左 の 財 源 内 訳

小田原合同庁舎借
上事業費

18,851,194

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成15年度
～

令和 2 年度
7,566,056 特

定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和14年度

57,315
一般財源

一般財源
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【予算に関する説明書 237～239頁】 

 

５ 令和３年度市町村自治振興事業会計当初予算の内容【政策局関係】 

 

(1)  総 括 

（歳 入）                                         （単位 千円） 

款 本年度予算額 前年度予算額 比  較 

１ 市町村自治振興事業

収入 
7,844,871 7,751,935 92,936

 

（歳 出） （単位 千円） 

款 
本年度 

予算額 

前年度 

予算額 
比  較 

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 

特 定 財 源 

繰越金国 庫

支出金
県 債 その他 

１ 市町村自

治振興事業

費 

7,844,871 7,751,935 92,936 － － 7,658,333 186,538

 

(2) 歳入の主な内訳 （単位 千円） 

目  名 
本年度 

予算額 

前年度 

予算額 
比  較 説      明 

貸付金返納 5,462,294 5,753,006 △290,712 市町村振興資金貸付金返納 

一般会計繰入

金 
1,495,839 1,427,856 67,983  

公営競技収益

配分金等管理

会計繰入金 

700,000 210,000 490,000  

繰越金 186,538 360,873 △174,335  

 

(3) 歳出の主な内訳 （単位 千円） 

目  名 
本年度 

予算額 

前年度 

予算額 
比  較 説      明 

市町村振興事 

業費 
6,722,793 6,462,793 260,000

市町村自治基盤強化総合補助金  1,600,000

市町村振興資金貸付金    4,800,000

市町村事業推進交付金         320,000

権限移譲等推

進事業費 
765,038 824,671 △59,633 市町村移譲事務交付金 

貸付債権受取

利益移転事業

費 

231,621 338,271 △106,650  
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【予算に関する説明書　241頁】

(4)　債務負担行為について

（既設定）

事 項 限　度　額 区 分 期 　間 金　　　額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他

貸付債権活
用資金化事
業の対象で
ある市町か
ら受領した
元金、利息
及び遅延損
害金

－

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左 の 財 源 内 訳

貸付債権受取利益
移転事業費

貸付債権活用資金化
事業の対象である市
町貸付金元金
32,062,180千円に係
る元利償還金及び遅
延損害金のうち県が
受領した金額

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成14年度
～

令和 2 年度
37,631,654

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度

貸付債権活用資金化
事業の対象である市
町から受領した元
金、利息及び遅延損
害金

繰　越　金
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【予算に関する説明書　242頁】

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

(742,570) (617,170) (125,400) (491,770)

1,140,000 1,140,000 -                   -                   1,140,000

(742,570) (617,170) (125,400) (491,770)
1 1,140,000 1,140,000 -                   -                   1,140,000

(742,570) (617,170) (125,400) (491,770)
(1) 総 務 1,140,000 1,140,000 -                   -                   1,140,000

備考　（　）は満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す。

普 通 債

市町村自治振興事業会計

(5)  地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
　　 現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
前 前 年 度 末
現 在 高

前年度末現在高
見 込 額

区 分
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【議案（条例その他）３～４頁 定県第24号議案】 

 

６ 地方税法第37条の２第１項第４号の規定により控除対象となる寄附金を

受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条

例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、指定を受けた特定非営利活

動法人の役員報酬規程等の提出等に関し、所要の改正を行うものである。 

 

(2)  改正の内容 

ア 指定申出書提出に関する公表方法 

指定申出書の提出があった旨及び提出年月日の公表方法について、

「公告」から、「インターネットの利用その他の方法により公表」に

改める。（第３条関係） 

イ 住所等の閲覧等の対象からの除外 

(ｱ) 指定の申出に係る縦覧書類から個人の住所又は居所に係る記載の

部分を除く。（第３条関係） 

(ｲ) 請求があった場合に指定特定非営利活動法人等が閲覧させる書類

から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くとともに、指定特

定非営利活動法人等がインターネットの利用により定款等を公表す

る際は、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。（第４条、

第10条、第12条関係） 

(ｳ) 請求があった場合に知事が閲覧等させる書類から個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除く。（第14条関係） 

ウ 指定特定非営利活動法人の提出書類の削減 

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程について、

既に提出されている書類の内容に変更がない場合には、毎事業年度の

提出は不要とし、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内

容に関する事項を記載した書類の提出は不要とする。（第13条関係） 

    エ その他所要の規定の整備を行う。（第20条、第23条関係） 

 

(3)  施行期日及び経過措置 

ア 施行期日 

令和３年６月９日 

  イ 経過措置 
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(ｱ) (2)イ(ｱ)については、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後になされた申出に係る縦覧について適用し、施行日前に

なされた申出に係る縦覧については、なお従前の例による。 

(ｲ) (2)ウについては、施行日以後に開始する事業年度において提出

すべき書類について適用し、施行日前に開始した事業年度において

提出すべき書類については、なお従前の例による。 
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（一般会計）

補正予算額の財源内訳

補正前の額 補正額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　明

国庫支出金 県  債 そ　の　他

3,657,112     △ 28,554 3,628,558     －        －        －        △ 28,554

(項）議会費 3,657,112     △ 28,554 3,628,558     －        －        －        △ 28,554

議会運営費　△25,931

19,564,163    8,078,011     27,642,174    8,936,399  3,000      △ 509,009 △ 352,379

10,022,932    8,721,781     18,744,713    9,075,238  3,000      △ 43,040 △ 313,417

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生基金
積立金  　 9,032,875

3,479,626     △ 467,331 3,012,295     －        －        △ 465,969 △ 1,362

市町村振興宝くじ交付
金     　　△465,969

57,788        －           57,788        －        －        －        －        

21,289        －           21,289 －        －        －        －        

4,710,645     △ 138,839 4,571,806     △ 138,839 －        －        －        

社会経済統計調査費
           △129,992

495,874       △ 37,600 458,274       －        －        －        △ 37,600

収入証紙取扱手数料
　　　　　　△29,991

339,630       －           339,630       －        －        －        －        

436,379       －           436,379       －        －        －        －        

23,221,275    8,049,457     31,270,732    8,936,399  3,000      △ 509,009 △ 380,933

23,221,275    8,049,457     31,270,732    8,936,399  3,000      △ 509,009 △ 380,933

（特別会計）

7,751,935     1,800,000     9,551,935     

30,973,210    9,849,457     40,822,667    

(項）政策費

７　令和２年度２月補正予算（その１）の内容【政策局・会計局・各局委員会関係】

(単位　千円）

一般財源

(款）議会費

(款）総務費

全会計  計

(項）市町村
　　 振興費

(項）選挙費

(項）渉外費

(項）統計
　　 調査費

(項）総務
　　 管理費

(項）人事
　　 委員会費

(項）監査
　   委員費

小　　　計

一般会計　計

市町村自治
振興事業会計

科目

内訳
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【議案（令和２年度予算）９頁 定県第153号議案】 

 

８ 令和２年度一般会計２月補正予算（その１）繰越明許費について【政策

局関係】 

 

（追  加） （単位 千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

２ 総 務 費   100,000

 

１ 政   策   費  100,000

 
「 新 し い 生 活 様 式 」 
推 進 事 業 費 補 助 

100,000
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【予算に関する説明書（令和２年度） 135～137頁】 
 

９ 令和２年度市町村自治振興事業会計２月補正予算（その１）の内容【政

策局関係】 
 

(1) 総 括 

 （歳 入）                          （単位 千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

１ 市町村自治振興事業収入 7,751,935 1,800,000 9,551,935

 

 （歳 出）                                （単位 千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 

特  定  財  源 

繰越金 国 庫

支出金
県債 その他 

１ 市町村

自治振興

事業費 

7,751,935 1,800,000 9,551,935 － － 1,800,000 －

 

 

(2) 歳入の内訳                               （単位 千円） 

目  名 補正前の額 補正額 計 説      明 

公営競技収

益配分金等

管理会計繰

入金 

210,000 1,800,000 2,010,000  

 

 

(3) 歳出の内訳                               （単位 千円） 

目  名 補正前の額 補正額 計 説      明 

市町村振興

事業費 
6,462,793 1,800,000 8,262,793 市町村振興資金貸付金 
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【議案（令和２年度予算）25頁 定県第154号議案】 

 

10 令和２年度市町村自治振興事業会計２月補正予算（その１）繰越明許費

について【政策局関係】 

 

  （単位 千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

１ 市町村自治

振興事業費 
  2,597,100

 １ 市町村振興事業費  2,597,100

  市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2,597,100

 

 

- 19 -



【議案（令和２年度 条例その他）１～２頁 定県第171号議案】 

 

11  神奈川県新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金条例の概要 

 

 (1) 制定の趣旨 

      新型コロナウイルス感染症のまん延の防止、新型コロナウイルス感染

症のまん延の影響を受けた住民及び事業者に対する支援等を行うことを

目的として国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を積み立てる基金を設置するため、本条例を制定するものであ

る｡ 

 

 (2) 制定の内容 

  ア 趣旨（第１条） 

地方自治法の規定に基づき、神奈川県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

    イ 設置（第２条） 

新型コロナウイルス感染症のまん延の防止、新型コロナウイルス感

染症のまん延の影響を受けた住民及び事業者に対する支援等を行うこ

とを目的として国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を積み立てるため、神奈川県新型コロナウイルス感染

症対応地方創生基金（以下「基金」という。）を設置する。 

  ウ 積立額（第３条） 

基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。 

  エ 運用（第４条） 

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価

証券の保有その他の方法により運用するものとする。 

  オ 繰替運用（第５条） 

知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用

することができる。 

  カ 運用益金の処理（第６条） 

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基

金に編入するものとする。 

   キ 処分（第７条） 

        基金は、次に掲げる事業の経費に充てる場合に限り、これを処分す
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ることができる。 

    (ｱ) 学生の学業継続のために必要な資金の融資に係る利子補給 

    (ｲ) 医療機関の経営の安定化及び健全化のために必要な資金の融資に

係る利子補給 

(ｳ)  中小企業等に対する融資の充実及び強化のための信用保証に係る

補助 

  ク 委任（第８条） 

この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知

事が定める。 

 

 (3) 施行期日、時限及び残額の処理 

ア 施行期日 

公布の日 

イ 時限 

令和８年３月31日 

ウ 残額の処理 

この条例の失効の際基金に残額があるときは、当該残額を国庫に納

付するものとする。 
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【議案（令和２年度 条例その他）３頁 定県第172号議案】 

 

12 地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営

利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1)  改正の趣旨 

個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を新たに加えるなど、所要の改正を行うものである。 

 

 (2) 改正の内容 

   個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人として、２法人を新たに加えるほか、２法人について、控除対象

期間を更新するなど、所要の規定の整備を行う。（別表関係） 

 

 (3) 施行期日 

   令和３年４月１日。ただし、新たに指定する法人等については、公布

の日。 
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